
●主催：一般社団法人　北海道手をつなぐ育成会

●後援：北海道知的障害児者生活サポート協会

日　時：令和6年（2024 年）2月 26日（月）14:00 ～ 16:00

会　場：かでる 2.7 10 階 1040 会議室（札幌市中央区北2条西7丁目）

　　　　　※ZOOMでの参加もお受けします。

講　師：又村　あおい　氏 (                   )

北海道手をつなぐ育成会　 TEL011-251-0855 /  FAX011-251-0804お申込み・お問い合わせお申込み・お問い合わせ

・平成 7 年、神奈川県平塚市役所入庁
・平成 11 年度から 18 年度まで平塚市役所障がい福祉課に在籍  
　その間、障がい者福祉計画、支援費制度・自立支援法の施行、障がい児支援全般を担当
・平成 19 年度・18 年度は神奈川県庁（総合政策課）へ出向
・その後、企画政策課政策担当（特命担当）に所属
・平成 26 年度に内閣府  障害者施策担当・障がい者制度改革担当室）へ出向
・令和 2 年 4 月より「一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会　常務理事兼事務局長」
・日本発達障害連盟常務理事（発達障害白書・ＪＬニュース』編集長）
・厚生労働省障害児通所支援の在り方に関する検討委員
・内閣府障がい者差別解消法アドバイザー

主な著書：　あたらしいほうりつの本・同改訂版（全国手をつなぐ育成会連合会）

≪又村　あおい氏　プロフィル≫　昭和 48年生まれ

「法改「法改正・正・報酬改定と報酬改定と
       意志決定支援」       意志決定支援」

「法改「法改正・正・報酬改定と報酬改定と
       意志決定支援」       意志決定支援」
・就労系サービスの見直しは・・・・就労系サービスの見直しは・・・

・意思決定支援の前にあるもの・・・意思決定支援の前にあるもの・・

令和６年４月から、障害者総合支援法が改正されます。令和６年４月から、障害者総合支援法が改正されます。

特にグループホームからの自立支援は特にグループホームからの自立支援は、知的・発達障害知的・発達障害

のある人が「どういう暮らし方を希望するか」に影響のある人が「どういう暮らし方を希望するか」に影響

しそうですしそうです。そこで今回はそこで今回は、法改正の概要と意思決定支法改正の概要と意思決定支

援をテーマに取り上げます。援をテーマに取り上げます。
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特 別 研 修 会特 別 研 修 会

一般社団法人　全国手をつなぐ育成会連合会
常務理事兼事務局長




